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同様です。

近隣住民に対することの明文化の必要が
あると考えております。

責務の明文化は、一定の成果があると考
えております。

ルールは町が定めるべきであり、第３
条「町及び関係機関等との協議によ
り」は、「町が関係機関及び関係団体
との協議により」にするべき（逗子市
の条例は明確に市が定めるとなってい
る）。

（２）参照。

第３条において「ルール」を作る主体
は事業者になっており、事業者が自分
で作ったルールを自分で守れ、という
おかしな条文になっている。第３条を
町の責務として、町が「ルール」を事
業者や関係機関等との協議をもって策
定すること、策定及び改訂の際には町
民の意見を尊重、反映すべきこととし
たほうがいい。

第３条について「葉山海水浴場の利用
及び運営に関して定めたルール」の詳
細、具体的な内容を近隣住民に対して
公にしてほしい。

前回のパブリックコメントの回答では
「ルール」は自主ルールと町は回答し
たが、今回の第３条、第４条にある
「ルール」も前回と同じなのか。

「葉山海水浴場の利用及び運営に関して
定めたルール」は、閲覧可能です。

「協力しなければならない」「管理
し、設置目的に応じた運営をしなけれ
ばならない」といった事業者、町に対
して曖昧すぎる単語で説明して、何も
意味がない。

第４条２項は、１項のルールの中で定
められる内容のため削除したほうがい
い（逗子市の条例にはない）。

町及び関係機関等との協議があるので、
事業者だけで作るものとは考えておりま
せん。

考　え　方

「安全で快適な葉山海水浴場の確保に関する条例（案）」
に対する意見募集の結果について

いただいたご意見に対する葉山町の考え方を公表します。

関係機関等に葉山町は含まれません。

No. 意見（意見の要約）

第２条（４）「関係機関等　葉山海水
浴場の開設に関係する行政機関及び団
体を言う」は、葉山町が含まれるの
で、以後の「町及び関係機関等」の文
言とつじつまが合わず、削除したほう
がいい（逗子市の条例にはない）。
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今後、検討させていただきます。

海岸に設置してある看板は、海水浴場に
限らず、年間をとおして海岸を利用され
るすべての方を対象とした海・浜の利用
について定めたルール看板です。いただ
いたご意見は、今後、看板等の作成、設
置をする際に検討させていただきます。

他の利用者や近隣住民に迷惑をかけない
ことを求めております。

参考とさせていただきます。

海岸組合に加入し、神奈川県の許可を得
れば、問題ないと考えております。

条例よりも先に各海水浴場でのルール
が重要で、その点をもっと精査する必
要があると思います。

参考とさせていただきます。

第５条２項「町及び関係機関等との協
議において」は、「関係機関、関係団
体及び町民との協議において」に変更
するべき（逗子市の条例は市民も参加
させている）。

参考とさせていただきます。

第５条２項の中で反映されていると考え
ております。

今後、検討させていただきます。

第４条において利用者は事業者の作っ
た「ルール」を守るべきとされている
が、事業者の作ったルールをその顧客
である利用者が守るという構成では、
利用者の行動を有効に規制するような
「ルール」を事業者が策定することは
期待できない。

第４条について、海水浴場に海水浴場
のルールが記された看板があるが、文
字が小さく、夜になると暗くて判読で
きない。交通標識のように一目でわか
るような看板を設置してほしい。

第４条、第５条で、それぞれ事業者、
利用者は第３条で町が策定したルール
を遵守すべし、という構成にするべ
き。

ルールの制定には、近隣町内会の意見
を反映させてほしい。

第５条は、主語は町であるはずであ
り、ルールを委員会を設置して決める
のであれば、町民参加を条例化すべ
き。

第５条は町の責務に関する条文のはず
なのに、２項において「ルールの策定
及び改訂にあたっては、町及び関係機
関等との協議において、町民の意見を
尊重し、反映するよう努めなければな
らない、」とある。町が町と協議する
のはおかしいし、ルールの策定及び改
訂の主体は第３条において事業者と
なっており、町の責務ではないはずな
ので、条文構成上矛盾が生じている。

第５条について、町が税金で整備し開
設している海水浴場に、町外の事業者
が参加していることは問題ないのか。
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参考とさせていただきます。

（２２）参照。

（２２）参照。

（２０）参照。

参考とさせていただきます。

海の家の営業時間（イベント・ライヴ
等を含む）は、海水浴場開設時間に合
わせてほしい。最低限、近隣市で決め
られている時間（２１時）にするべ
き。

海の家の営業については、神奈川県の権
限にあります。問題の解決については、
関係する行政機関、海岸組合との連携を
深め事業者への指導をしていきます。

許可については、神奈川県の権限となり
ます。

神奈川県水浴場等に関する条例施行規則
において、海水浴場の開設時間を日の出
から日没までの時間内において定めるこ
とになっています。しかし、海の家の場
合、更衣休憩所と飲食店の許可を併せて
取るケースがほとんどです。飲食店に関
しては、食品衛生法の飲食店営業許可
（県）となりますが、食品衛生法では規
制がないため、営業時間についての規定
は難しいと考えています。

（２２）参照。

御用邸近隣での海の家の夜間営業につ
いて。

海の家の営業時間は夕刻（１８時）で
充分と考える。

第６条は、「町長は、第３条の規定に
違反した事業者について、必要な指導
又は勧告をすることができる。」と
「当該指導又は勧告に従わないとき
は、町長は、是正のために必要な措置
を講じることができる。」の２項にわ
けることが望ましい（逗子市の条例は
３項からなっている）。

この条例案は全然改善されておらず、
海の家の夜間営業について時間のこと
を入れないと何もならない。どこが責
任をもって、どのようなルールをつく
るかハッキリいれないと今まで通り不
完全なルールが出来て、問題が繰り返
し起こる。

町は「海水浴客の便宜をはかるための
海の家」に対して営業を許可している
のであり、夜間の「酒類提供飲食店の
海の家」にまで営業を許可しているの
は問題ではないか。

条例の不備を補正する条項がないた
め、「この条例に定めるもののほか、
必要な事項は、町長が別に定める」を
第７条として追加するべき（逗子市の
条例にはある）。

海の家の営業は、海水浴以外の目的で
は許可しないでほしい。

海の家の営業に関する問題は、行政中
心に解決する体制を確立してほしい。
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(34) 飲酒遊泳について注意を促す放送は、す
でに実施しています。ビール会社のパラ
ソルを禁止することについては、町にそ
のような権限はありません。

（３２）参照。

今後、検討させていただきます。

関係者等と調整していきます。

キャンプ禁止区域に関する条例により、
テントとその他簡易な宿泊の用に供する
ことができる用具を用いて行う野営につ
いては禁止されています。なお、海岸
は、自由使用が原則となっており、砂浜
で寝ている行為に対しての規制等の権限
はありません。

駐車場や路地に迷惑行為についての看
板設置について。

夜間、利用者の中には未成年もいるの
で、年齢確認の必要性、補導員の巡回
が必要ではないか。

警察が巡回しています。

神奈川県において、県内の海水浴場を原
則禁煙とする条例制定に向け、各市町と
協議しながら取り組んでいるところで
す。

今後、検討させていただきます。

神奈川県迷惑行為防止条例により深夜
（午後１０時～翌日の午前６時）の花火
は禁止されています。

利用者が海岸で花火をすることの制限
について。

吸殻のポイ捨てや歩行喫煙が減ってい
ない。

葉山町は御用邸があり、近隣市とは違
う環境にある。その町が、他の近隣市
より遅い時間まで海の家が営業してい
ることは、住民として理解できない。
海水浴客が減少し、夜の営業が必要と
いうのは業者側の理屈であり、住民の
立場にたって海水浴場を運営するべ
き。横須賀市などは、状況により海水
浴場を閉鎖したところもあり、町の対
応は状況を考えているとは思えない。

この条例は、海の家の夜間営業が増え
たことによって出てきたものであり、
営業時間を制限できなければ、何の意
味もないものになる。一色海岸を見る
と、海水浴対応の海の家の件数が少な
く、夜の店が多くなっている。どうみ
てもおかしな状況であり、海水浴客が
いないならば、海水浴場閉鎖も考慮す
るべきである。

深夜から朝まで、テントを持参する人
や、海の家の前の砂浜で寝て、野宿の
ような行為をしていることについて。

飲酒遊泳について監視員より警告放送
をしてほしい。また、ビール会社のパ
ラソルは使用禁止にしてほしい。

危険運転及び迷惑駐車について。
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参考とさせていただきます。

前回案に変更点があるため、再度、広く
意見を伺うために実施させていただきま
した。

前回の条例案は否決されたたため、削除
しました。

この条例案は前回の縮小版です。なぜ
またコメントが必要なのか。

前回のパブリックコメントがホーム
ページから削除されているが。

海水浴場に対する方向性の定まらない
なかでの条例づくりは反対です。町と
海水浴場と産業振興との関わりを考え
ての条例であるべき。


